
�愛媛県告示第１２９９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３００号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。
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告 示

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市三浦西２９７２の１、２９７４の１、２９７５の１及び新２
の地先

１，０５８．８５

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

三浦西 宇和島市三浦西２９７２の１、２９７４の１、２９７５の１
及び新２の地先公有水面埋立地

１，０５８．８５

毎週（火・金）曜日発行 第１７９１号 平成１８年９月１日

平成１８年９月１日金曜日 第１７９１号

愛 媛 県 報
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平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市遊子５２９９、５３００、５３０３、５３０４、５３０７から５３０９ま
で及び５３１４から５３１６までの地先

８１１．６６

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

遊子 宇和島市遊子５２９９、５３００、５３０３、５３０４、５３０７か
ら５３０９まで及び５３１４から５３１６までの地先公有水
面埋立地

８１１．６６

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市戸島３９５１、３９５２、３９７７から３９８０まで、３９８２の１、
４０１７、４０１８、４０２１、４０５８から４０６１まで、（４０６２＋４０６３）、
４０６４、４０６５、４０６７、４０７６及び４０７７の地先

１，１０１．２３

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

戸島 宇和島市戸島３９５１、３９５２、３９７７から３９８０まで、
３９８２の１、４０１７、４０１８、４０２１、４０５８から４０６１ま
で、（４０６２＋４０６３）、４０６４、４０６５、４０６７、４０
７６及び４０７７の地先公有水面埋立地

１，１０１．２３

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市三浦東８０８の２、８１０の１、８１１、８３２の１、８３３
の１、８３３の５、８３６の３から８３６の５まで、８３８の６、
８３８の８から８３８の１０まで、８３８の１２、８３８の１７から８３８の
１９まで、８４１の４、８４１の６及び８４１の１２の地先

１，０１１．９１

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

三浦東 宇和島市三浦東８０８の２、８１０の１、８１１、８３２の
１、８３３の１、８３３の５、８３６の３から８３６の５ま
で、８３８の６、８３８の８から８３８の１０まで、８３８の
１２、８３８の１７から８３８の１９まで、８４１の４、８４１の
６及び８４１の１２の地先公有水面埋立地

１，０１１．９１

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市三浦東１６５９の２、１６７１の１、１６７１の２、１６７２、
１６８６の１、１６８７の１、１７１６の６及び新２７の地先

７２９．７７

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

三浦東 宇和島市三浦東１６５９の２、１６７１の１、１６７１の２、
１６７２、１６８６の１、１６８７の１、１７１６の６及び新
２７の地先公有水面埋立地

７２９．７７

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市三浦東１６８９、１７１６の１、１７１６の３、１７１６の４、
１７１６の６、１７１６の２２、１７３４の１、１７３８、１７３９の１、１７
４１の１、１７４２の３及び新１０の３の地先

７３６．６８

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号

７４２



�愛媛県告示第１３１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３１２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３１３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３１４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

三浦東 宇和島市三浦東１６８９、１７１６の１、１７１６の３、
１７１６の４、１７１６の６、１７１６の２２、１７３４の１、
１７３８、１７３９の１、１７４１の１、１７４２の３及び新
１０の３の地先公有水面埋立地

７３６．６８

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市三浦東１８７６の１、１８７６の３、１８７６の５、１８７６の
９、１８８１の２、１８８１の４、１８８１の１１、１８８１の１２、１８８２の
２、１８８５の２、１８８５の４、１８８５の５、１９６０の２、１９６１、
１９６２の１、１９６２の３及び１９６５の２から１９６５の４までの地
先

１，００９．３９

宇和島市三浦東１９６５の１、１９６５の２、１９６５の４、１９６８の
１、１９６８の３、１９７１、１９７２、１９８８、１９９０の１、１９９２の１、
１９９３の１、１９９６の１、１９９７の２、２１８１の１、２１８１の２、
２１８２及び２１８３の１の地先

１，９２０．５７

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

三浦東 宇和島市三浦東１８７６の１、１８７６の３、１８７６の５、
１８７６の９、１８８１の２、１８８１の４、１８８１の１１、
１８８１の１２、１８８２の２、１８８５の２、１８８５の４、
１８８５の５、１９６０の２、１９６１、１９６２の１、１９６２の
３及び１９６５の２から１９６５の４までの地先公有水
面埋立地

１，００９．３９

宇和島市三浦東１９６５の１、１９６５の２、１９６５の４、
１９６８の１、１９６８の３、１９７１、１９７２、１９８８、１９
９０の１、１９９２の１、１９９３の１、１９９６の１、１９
９７の２、２１８１の１、２１８１の２、２１８２及び２１８３の
１の地先公有水面埋立地

１，９２０．５７

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市三浦東２１８７の１、２１８８の２、２１９０、２１９２の１、
２１９３、２１９５、２１９６の１、２１９６の４、２１９７の１、２１９７の４、
２２４２の１、２２４２の２、２２４３の１から２２４３の３まで、２２
４６、２２４７、２２５０の１、２２５１、２２５４、２２５５の２、２２５７、
２５０９の１、２５０９の２、２５１０の１及び２５１１の２の地先

１，１６４．８６

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

三浦東 宇和島市三浦東２１８７の１、２１８８の２、２１９０、
２１９２の１、２１９３、２１９５、２１９６の１、２１９６の４、
２１９７の１、２１９７の４、２２４２の１、２２４２の２、
２２４３の１から２２４３の３まで、２２４６、２２４７、２２
５０の１、２２５１、２２５４、２２５５の２、２２５７、２５０９の
１、２５０９の２、２５１０の１及び２５１１の２の地先公
有水面埋立地

１，１６４．８６

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市三浦東４１１９の２、（４１２０＋新５９の１＋新５９の５
＋新５９の６）、４１２２の１、４１６６の１、４１６６の８、４１６６の
１１、４１６６の１２、４１６７の１、４１６７の２及び新６０の３の地先

１，５３０．３８

宇和島市三浦東４１８２の４及び４１８８の１の地先 ４６６．７２

宇和島市三浦東４１８８の１、４１８９の３、４１９３の２、４１９３の
４、４１９５の２及び新３９の１並びに三浦西５１３２の１及び
５１３３の１の地先

７０４．３２

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

三浦東 宇和島市三浦東４１１９の２、（４１２０＋新５９の１＋
新５９の５＋新５９の６）、４１２２の１、４１６６の１、
４１６６の８、４１６６の１１、４１６６の１２、４１６７の１、
４１６７の２及び新６０の３の地先公有水面埋立地

１，５３０．３８

宇和島市三浦東４１８２の４及び４１８８の１の地先公
有水面埋立地

４６６．７２

宇和島市三浦東４１８８の１、４１８９の３、４１９３の２、
４１９３の４、４１９５の２及び新３９の１並びに三浦西
５１３２の１及び５１３３の１の地先公有水面埋立地

７０４．３２

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号
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�愛媛県告示第１３１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３１９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３２１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３２２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３２３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３２４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３２５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、松山市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地は

松山市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市三浦西５１２１の３、５１２１の６、５１２１の７及び５１
２１の１４の地先

３５５．５４

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

三浦西 宇和島市三浦西５１２１の３、５１２１の６、５１２１の７
及び５１２１の１４の地先公有水面埋立地

３５５．５４

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市下波４８２４、４８２６、４８２７の１、４８２７の２、４８２８の
３、４８２８の４、４８３５の１、４８３５の２、４８３６、４８４８、４８
４９の１、４８４９の２、４８６０の１、４８６０の２、４８６２、４８６３、
４８６６、４８７４から４８７７まで、４８７８の２、４８７９の２、４８７９の
３、４８８０、４８８１及び４９２１の地先

４，６９２．４５

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市日振島１９６０の１、１９６０の３、１９６１、１９６２、１９
７６、２０６９、２０７０、２０７８の１及び２０７８の２の地先

８８６．３９

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

日振島 宇和島市日振島１９６０の１、１９６０の３、１９６１、
１９６２、１９７６、２０６９、２０７０、２０７８の１及び２０７８の
２の地先公有水面埋立地

８８６．３９

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市日振島３００１の２、３００７の１、３００７の３及び３０
０７の４の地先

４３９．６７

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

日振島 宇和島市日振島３００１の２、３００７の１、３００７の３
及び３００７の４の地先公有水面埋立地

４３９．６７

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

松山市大可賀三丁目５２５の４及び１４５５の地先 ２，５７６．５６

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

下波 宇和島市下波４８２４、４８２６、４８２７の１、４８２７の２、
４８２８の３、４８２８の４、４８３５の１、４８３５の２、
４８３６、４８４８、４８４９の１、４８４９の２、４８６０の１、
４８６０の２、４８６２、４８６３、４８６６、４８７４から４８７７ま
で、４８７８の２、４８７９の２、４８７９の３、４８８０、
４８８１及び４９２１の地先公有水面埋立地

４，６９２．４５

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号

７４４



�愛媛県告示第１３２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

松山市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３２７号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定により、

次のとおり医療機関を指定した。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３２８号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定により指

定した次の指定医療機関は、廃止年月日欄に掲げる日に廃止された

ので、同項の規定による指定医療機関の指定の効力は、同日をもっ

て消滅した。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

丹原町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

町の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大可賀三
丁目

松山市大可賀三丁目５２５の４及び１４５５の地先公
有水面埋立地

２，５７６．５６

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

２７６４
医療法人
さとう耳鼻咽喉
科クリニック

さとう耳鼻咽喉
科クリニック

東温市志津川１５６０－
１

平成１８年
８月７日

２７６５ 丹 愛 子 丹こどもクリニ
ック

今治市末広町３－４
－１２

平成１８年
９月４日

１０６５８ 有限会社
す み む ら すみむら薬局 今治市大西町紺原甲

３０３番３
平成１８年
７月２６日

１０６５９ 有限会社 蝶野 さくら薬局中央
店

新居浜市坂井町３－
６－２

平成１８年
８月９日

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 廃 止

年 月 日

２５９４ 佐 藤 英 光 さとう耳鼻咽喉
科クリニック

東温市志津川１５６０－
１

平成１８年
７月３１日

１０４３３ 有限会社
す み む ら すみむら薬局 今治市大西町宮脇甲

１４６８－２
平成１８年
６月２８日

〃 今 井 學 西条市丹原町久妙寺６１０番地３

〃 渡 部 桂 西条市丹原町池田１５００番地４

〃 安 藤 茂 西条市丹原町池田７３７番地３

〃 目見田 操 西条市丹原町願連寺６４７番地

〃 桑 村 吉 久 西条市丹原町古田甲１３４０番地

〃 越 智 一 馬 西条市丹原町徳能出作２８番地

〃 黒 河 環 西条市丹原町徳能甲５４８番地１

〃 青 野 春 夫 西条市丹原町高知甲６９０番地

〃 � 山 誠 一 西条市丹原町田滝甲１６番地

〃 眞 木 義 剛 西条市丹原町田野上方１９６番地

〃 佐 伯 昇 西条市丹原町田野上方１５２１番地

〃 戸 田 光 政 西条市丹原町長野１５９３番地第１

〃 眞 鍋 治 夫 西条市丹原町高松甲４９２番地１

〃 安 倍 正 明 西条市丹原町高松甲５７２番地

〃 青 野 秀 俊 西条市丹原町川根甲２１３番地

〃 黒 川 道 雄 西条市丹原町北田野１１４６番地２

〃 � 永 一 � 西条市丹原町田野上方１９９番地

〃 越 智 光 美 西条市丹原町石経５４２番地第２

〃 越 智 恒 光 西条市丹原町来見４２１番地

〃 村 上 浩 一 西条市丹原町関屋甲３９２番地１２

〃 青 野 修 身 西条市丹原町志川１０２７番地

〃 余 吾 恒 夫 西条市丹原町寺尾甲１５９番地２

〃 越 智 三四郎 西条市丹原町臼坂丙６０番地１

〃 佐 伯 勇 西条市丹原町明河丙８５９番地

〃 渡 部 高 尚 西条市丹原町徳能甲６００番地２

監 事 黒 河 竹 志 西条市丹原町徳能４３４番地１

〃 永 井 吉 彦 西条市丹原町長野１８５８番地２

〃 越 智 實 一 西条市丹原町石経１０９２番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 豊 西条市丹原町今井１１３番地５

〃 岡 田 初 西条市丹原町丹原１７８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 徳 永 義 明 西条市丹原町池田３５９番地

〃 別 宮 豊 西条市丹原町今井３９番地

〃 岡 田 初 西条市丹原町丹原１７８番地

〃 大 澤 隆 一 西条市丹原町今井４８２番地１

〃 今 井 幸 雄 西条市丹原町久妙寺２１９番地

〃 渡 部 桂 西条市丹原町池田１５００番地４

〃 山 本 靖 西条市丹原町池田８２５番地

〃 青 野 始 西条市丹原町願連寺３２１番地

〃 佐 伯 玄 太 西条市丹原町古田甲１４４６番地

〃 黒 河 環 西条市丹原町徳能甲５４８番地１

〃 青 野 春 夫 西条市丹原町高知甲６９０番地

〃 越 智 一 馬 西条市丹原町徳能出作２８番地

〃 武 田 明 西条市丹原町古田２６０番地

〃 佐 伯 武 廣 西条市丹原町田滝甲１１３番地２

〃 鈴 鹿 一 徳 西条市丹原町田野上方１５６２番地

〃 渡 邊 俊 西条市丹原町田野上方５３９番地

〃 佐 伯 敏 治 西条市丹原町北田野１０７１番地６

〃 真 木 敏 夫 西条市丹原町長野７９７番地

〃 戸 田 光 政 西条市丹原町長野１５９３番地第１

〃 眞 鍋 治 夫 西条市丹原町高松甲４９２番地１

〃 青 野 秀 俊 西条市丹原町川根甲２１３番地

〃 越 智 光 美 西条市丹原町石経５４２番地第２

〃 越 智 恒 光 西条市丹原町来見４２１番地
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�愛媛県告示第１３３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１３３１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３３２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３３３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３４号
森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項の規定による皆伐面積の限度は、次のとおりとする。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 村 上 浩 一 西条市丹原町関屋甲３９２番地１２

〃 青 野 修 身 西条市丹原町志川１０２７番地

〃 佐 伯 通 孝 西条市丹原町志川甲８００番地

〃 余 吾 恒 夫 西条市丹原町寺尾甲１５９番地２

〃 玉 井 角 吉 西条市丹原町志川１１７９番地５

〃 佐 伯 良 男 西条市丹原町鞍瀬甲３３６番地

〃 越 智 三四郎 西条市丹原町臼坂丙６０番地１

〃 佐 伯 保 西条市丹原町千原甲１０８０番地

〃 佐 伯 憬 西条市丹原町明河丁９０２番地

〃 佐 伯 勇 西条市丹原町明河丙８５９番地

〃 渡 部 高 尚 西条市丹原町徳能甲６００番地２

〃 黒 川 道 雄 西条市丹原町北田野１１４６番地２

〃 佐 伯 謙之輔 西条市丹原町北田野７１７番地

監 事 黒 河 竹 志 西条市丹原町徳能４３４番地１

〃 越 智 重 則 西条市丹原町川根甲７４５番地第１

〃 越 智 實 一 西条市丹原町石経１０９２番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 原 重 久 新居浜市中西町３－３１

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 中池坂戸地区 平成１８年３月６日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 宝地区 平成１７年１２月２６日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 丸山地区 平成１７年１２月１７日

単 位 区 域 保 安 林 の 種 類 面 積
（ヘクタール） 区 域 内 市 町

銅 山 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５６７．７３ 四国中央市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及

び富郷町津根山の各一部に限る。）、四国中央市新宮町、新居浜市（別子山に限
る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２０．４６

金 生 川 ～ 加 茂 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ３６６．８４
新居浜市（別子山を除く。）、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、
大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、
桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、
福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、
吉田、小松町、丹原町を除く。）、西条市小松町（石鎚（字大成、字有川及び字
黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部に限る。）に限る。）、四国中央
市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及び富郷町
津根山の各一部を除く。）、四国中央市土居町

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８１７．２９

中 山 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２０８．３６
西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、
河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新
町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津
屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田に限る。）、西条市小松
町（石鎚（字大成、字有川及び字黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部
を除く。）を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部を除く。）、東温
市（滑川及び明河並びに河之内の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２６３．４６
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今 治 地 区

水 源 か ん 養 保 安 林 ５９．４４
今治市（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村、関
前小大下を除く。）、松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、
牛谷、大浦、大河内、大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨
之池、粟井河原、客、儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐
古、猿川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北
条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西
谷、萩原、八反地、平林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、
横谷、和田、光洋台、府中、柳原に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３４５．２５

重 信 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２４６．５２

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、伊予市
（中山町、双海町を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部に限る。）、
東温市（滑川及び明河並びに河之内の一部を除く。）、伊予郡砥部町（満穂、玉
谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波を除く。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ５８３．１５

小 田 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ２０．７２ 喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、

中田渡、上田渡、臼杵、中川（一部を除く。）に限る。）、伊予郡砥部町（満穂、
玉谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波に限る。）、伊予市中山町、双海町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６９．４９

肱 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ７２３．６７ 大洲市、喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、

吉野川、中田渡、上田渡、臼杵、中川を除く。）、西予市宇和町（郷内、西山田
及び山田の各一部を除く。）、野村町（大野ヶ原の一部を除く。）、城川町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８７．５５

八 幡 浜 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 ８．５７

八幡浜市、西宇和郡伊方町、西予市三瓶町、明浜町、宇和町（郷内、西山田及び
山田の各一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ４７．５３

宇 和 島 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 ６２２．２３

宇和島市（三間町及び野川の一部を除く。）、南宇和郡愛南町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １１８．４０

吉 海 宮 窪 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １７．９０ 今治市吉海町、宮窪町

伯 方 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １９．７８ 今治市伯方町

弓 削 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

上 浦 大 三 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．２０ 今治市上浦町、大三島町

中 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １．０８ 松山市（中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長
師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木に限る。）

四 万 十 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５４４．２１

宇和島市（三間町及び野川の一部に限る。）、北宇和郡鬼北町、松野町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３７．２５

仁 淀 川 上 流
水 源 か ん 養 保 安 林 ９６７．１０

上浮穴郡久万高原町、喜多郡内子町（中川の一部に限る。）、西予市野村町（大
野ヶ原の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３７．２５

東 予 干 害 防 備 保 安 林 １９．１０

四国中央市（上柏町、下柏町、村松町、三島朝日一丁目、三島朝日二丁目、三島
朝日三丁目、三島紙屋町、三島宮川一丁目、三島宮川二丁目、三島宮川三丁目、
三島宮川四丁目、三島中央一丁目、三島中央二丁目、三島中央三丁目、三島中央
四丁目、三島中央五丁目、三島金子一丁目、三島金子二丁目、三島金子三丁目、
中曽根町、中之庄町、具定町、寒川町、豊岡町大町、豊岡町豊田、豊岡町長田、
豊岡町五良野、豊岡町岡銅、富郷町寒川山、富郷町豊坂、富郷町津根山、金砂町
小川山、金砂町平野山に限る。）、新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今
在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、
国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、
安用出作、吉田、丹原町に限る。）

中 予 干 害 防 備 保 安 林 ４．１４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）

南 予 干 害 防 備 保 安 林 １７．０４ 八幡浜市、北宇和郡鬼北町、南宇和郡愛南町（正木、増田、小山、中川、広見、
満倉、上大道、一本松に限る。）

東 予 保 健 保 安 林 １７．８０

新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、
河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、
新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町を除く。）
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�愛媛県告示第１３３５号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市宇和町下川３２６３の２、３２９８の２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１３３６号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町入野６５９の２、１６４７の１から１６４７の４ま

で、１６４８、１６４９の２

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地３１２の１、３番耕地３１２の

２、３番耕地３１２の５、３番耕地３１２の６、３番耕地３１３の１

から３番耕地３１３の４まで、３番耕地３１３の４４、３番耕地３１３の

４５、下畑野川乙１の１、乙２の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

菅生３番耕地３１２の１・３番耕地３１３の３・下畑野川乙

２の１（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町露峰乙１０９１の２、乙１１４９、乙１１５０の１、

乙１１５９の１、乙１１６１の１、乙１１６１の２、乙１１６１の５、乙１１６２か

ら乙１１６５まで、乙１１６６の１、乙１１６６の２、乙１１６６の４、乙１１６７

の１、乙１１６７の２、乙１１６９、乙１１７０、乙１１７１の１、乙１１７２の１、

乙１１７３、乙１１７４の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

露峰乙１１６１の２・乙１１６３・乙１１６４（以上３筆について次

の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

今 治 地 区 保 健 保 安 林 ２９．３４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）、今治市玉川町、波方町

中 予 保 健 保 安 林 １３．７０

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、東温市
（上村、牛渕、上林、北野田、志津川、下林、田窪、西岡、野田一丁目、野田二
丁目、野田三丁目、樋口、南野田、見奈良、山之内、横河原に限る。）、上浮穴
郡久万高原町（東明神、西明神、入野、久万、上野尻、下野尻、菅生、上畑野川、
下畑野川、直瀬、露峰、二名、父野川、柳井川、中津、西谷に限る。）、喜多郡
内子町（中川の一部に限る。）

八 幡 浜 ～ 肱 川 保 健 保 安 林 １５．１７ 八幡浜市保内町、西予市三瓶町、野村町、城川町

宇和島～四万十川 保 健 保 安 林 ３．７４ 宇和島市（吉田町、三間町、津島町を除く。）、北宇和郡松野町

弓 削 地 区 保 健 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

注 銅山川、金生川～加茂川、中山川、今治地区、重信川、仁淀川上流、肱川、宇和島地区及び四万十川には、国有林を含む。

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号
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齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町本組２３０９、２３１５、２３１６、２３２０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

本組２３０９・２３１５・２３２０（以上３筆について次の図に示す

部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町中黒岩２０９４、２０９５、２０９７、２０９８、２１００、

２１１４、２１２８から２１３９まで、２１５０の１、２１５１の１、２１７１、２１７２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

中黒岩２１３３から２１３５まで・２１３８・２１５１の１・２１７１・２１７２

（以上７筆について次の図に示す部分に限る。）、２１３６、

２１３７

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町笠方３２７４、３２７７、３２９２、３２９３

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

笠方３２７４・３２７７・３２９２・３２９３（以上４筆について次の図

に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町中組５２９、５３０、５４１から５４４まで、５

５７から５６１まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

中組５２９・５３０・５４３・５５７・５５８・５６０・５６１（以上７

筆について次の図に示す部分に限る。）、５４４

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３３７号
平成１８年愛媛県内水面漁場管理委員会指示第２号に基づき、コイ

がコイヘルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑いがあると

認められ、コイの持ち出しの制限をする水域を平成１８年８月２５日に

次のとおり定めたので、公表する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大曲川及び新川の本支流並びにこれらと連接一体をなす用排水路

�愛媛県告示第１３３８号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告

示第２７６号）の一部を次のように改正する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号
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改 正 後 改 正 前

番号
海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区域 番号

海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区域

１

～

４８

省略

１

～

４８

省略

４９ 伊予

灘沿

岸津

和地

漁港

海岸

松山

市

松山

市長

１，３

５０メ

ート

ル

基点１から基点１７までを順次結

んだ線並びに基点１７、補助点１７、

補助点１２、補助点７、補助点４、

補助点３、補助点１及び基点１を

順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示（角度の

表示は、真北）

基点１は、松山市津和地３８４４番

２地先（南側）の標柱

基点２は、基点１から６度００分

４７メートルの地点

基点３は、基点２から２７７度３０

分１００メートルの地点

基点４は、基点３から２７２度００

分９２メートルの地点

基点５は、基点４から２５５度００

分２００メートルの地点

基点６は、基点５から２５３度００

分１００メートルの地点

基点７は、基点６から２３５度３０

分９０メートルの地点

基点８は、基点７から２２６度３０

分１００メートルの地点

基点９は、基点８から２０３度１０

分９０メートルの地点

基点１０は、基点９から１９２度００

分１１６メートルの地点

基点１１は、基点１０から１７２度４０

分６２メートルの地点

基点１２は、基点１１から１６０度００

分５９メートルの地点

基点１３は、基点１２から１５６度３０

分１１５メートルの地点

基点１４は、基点１３から１３９度４０

分４２メートルの地点

基点１５は、基点１４から５６度２０分

４８メートルの地点

基点１６は、基点１５から１４７度３０

分４６メートルの地点

基点１７は、基点１６から１２７度００

分２２．６メートルの地点

補助点１７は、基点１７から３９度００

分５５メートルの地点

補助点１２は、基点１２から７２度００

４９ 伊予

灘沿

岸津

和地

漁港

海岸

神和

村

神和

村長

１，３

４０メ

ート

ル

１ 温泉郡神和村大宇津和地字之

ノ瀬３８４３番地北端の標識杭の点

（漁港区域界）

２ １点より６度測線上４７メート

ルの点

３ ２点より２７７度３０分測線上１

００メートルの点

４ ３点より２７２度測線上９２メー

トルの点

５ ４点より２６１度測線上２００メー

トルの点

６ ５点より２５９度測線上１００メー

トルの点

７ ６点より２３５度３０分測線上９０

メートルの点

８ ７点より２２６度３０分測線上１

００メートルの点

９ ８点より２０３度１０分測線上９０

メートルの点

１０ ９点より１９２度測線上１１６メー

トルの点

１１ １０点より１７２度４０分測線上６２

メートルの点

１２ １１点より１７４度３０分測線上５９

メートルの点

１３ １２点より１５６度３０分測線上９５

メートルの点

１４ １３点より１３９度４０分測線上４２

メートルの点

１５ １４点より５６度２０分測線上４８メー

トルの点

１６ １５点より１４７度３０分測線上４６

メートルの点

１７ １６点より１７７度測線上２９メー

トルの点

（漁港区域界）

１７′１７点より４２度測線上５５メート

ルの点

１２′１２点より７２度測線上２０メート

ルの点

９′９点より１０６度測線上３０メー

トルの点

７′７点より１４０度測線上３５メー

トルの点

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号
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分２０メートルの地点

補助点７は、基点７から１４０度

００分３５メートルの地点

補助点４は、基点４から２３５度

００分１２１．１メートルの地点

補助点３は、基点３から２２２度

００分２３２．９メートルの地点

補助点１は、基点１から２１９度

００分１１８メートルの地点

５′５点より１６５度測線上３５メー

トルの点

３′３点より１８０度測線上３０メー

トルの点

１′１点より２２７度測線上３０メー

トルの点

以上１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１４ １５ １６ １７ １７′１２′９′

７′５′３′１′１の各点を結

ぶ線によつて囲まれたる地域

５０

～

１８３

省略

５０

～

１８３

省略

�愛媛県告示第１３３９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１４）第１０５１号 平成１４年
７月３日 兵頭一級建築士事務所 兵頭 通平 宇和島市伊吹町２２－１ 平成１８年

７月３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５４７５号 平成１７年
８月２７日 清家工務店 清家 茂 北宇和郡鬼北町大字下大

野１８６５
平成１８年
７月３日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１３）第７９６７号 平成１３年
１１月１３日 �小野築炉工業 小野 好典 松山市西垣生町１９９５－１９ 平成１８年

７月３日
タイル・れんが・ブロック
工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１１２２０号 平成１３年
８月１６日 �藤田建設 藤田 茂晴 伊予郡砥部町宮内８３８ 平成１８年

７月３日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般・特－１６）第２８１９号 平成１７年
２月１５日 �大西建設 大西 孝一 南宇和郡愛南町御荘平城

４８７６
平成１８年
７月５日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－１３）第１２２６号 平成１３年
８月３０日 �平松組 平松 利輝 松山市夏目甲５９８ 平成１８年

７月６日
土木工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１６）第２６５５号 平成１７年
１月３０日 �佐竹鉄工所 佐竹 禎司 宇和島市御幸町２－３－

１０
平成１８年
７月７日

土木工事業
建築工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止

（般－１３）第８０７５号 平成１４年
１月１４日 古峠工務店 古峠 仁司 新居浜市中村２－９－２ 平成１８年

７月７日
管工事業
さく井工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１３）第１１２７７号 平成１３年
９月１４日 �今井電気商会 今井 江子 西条市三津屋南３－１４ 平成１８年

７月７日
電気工事業
消防施設工事業 建設業の廃止

（般－１７）第８８４５号 平成１７年
８月９日 森電設工業 森 勝利 今治市伯方町有津甲９－

１
平成１８年
７月１１日 電気工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１７）第５４０５号 平成１７年
７月２９日 �まつばら増改センター 松原 利恵 伊予郡松前町徳丸５８７－２ 平成１８年

７月１２日
タイル・れんが・ブロック
工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１５２８２号 平成１５年
３月３１日 島田建設 島田 幸雄 松山市今在家２－５－２０ 平成１８年

７月１３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１６）第１５６８７号 平成１７年
１月２４日 あさみ左官 浅海 廣積 今治市上浦町甘崎２１６８ 平成１８年

７月１３日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
管工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１３）第１７０号 平成１３年
８月１５日 �野田組 野田 勝 四国中央市下柏町６８－４ 平成１８年

７月１８日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１５２２３号 平成１５年
１月１７日 十亀組 十亀 喜博 新居浜市田の上１－１７－

１４
平成１８年
７月１８日 管工事業 建設業の廃止

（法人成り）

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号

７５１
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公 告
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�愛媛県告示第１３４１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市下柏町字大坪５２番１

２ 申請人の住所氏名

四国中央市中曽根町１７８１番地３

日新商事株式会社

代表取締役 吉岡 豊彦

３ 図面省略

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ＨＰＬＣ／質量分析計の購入

� 購入物品名及び数量

ＨＰＬＣ／質量分析計１式（搬入、据付、ガス配管、電気工

事、試運転調整ならびに運転指導等１式を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１９年１月１２日

� 納入場所

愛媛県工業技術センター

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

�愛媛県告示第１３４０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（特－１７）第１５８２８号 平成１７年
１０月１４日 安藤工業� 安藤 晶文 西条市三津屋１９０－１ 平成１８年

７月１８日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第１０７１６号 平成１４年
１２月２２日 �平田建設 石丸 秀久 松山市西垣生町８０２－９ 平成１８年

７月１９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１８）第７６０４号 平成１８年
５月７日 池田電気 池田 耕一 越智郡上島町生名１６２２ 平成１８年

７月２１日
電気工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（事業継承）

（特－１７）第１１４９２号 平成１７年
７月１４日 エヒメ工業� 渡部 守行 松山市下難波甲３３－４４ 平成１８年

７月２１日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１４）第１５０５３号 平成１４年
７月３日 藤本企画 藤本 亮 今治市別宮町９－５－５３ 平成１８年

７月２１日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１４）第１５２７２号 平成１５年
３月２４日 毛利興産� 毛利 正二 松山市此花町７－１６ 平成１８年

７月２１日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１２３２１号 平成１３年
８月１１日 �徳永不動産 徳永 善次 伊予郡砥部町高尾田２７２ 平成１８年

７月２４日
大工工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１３）第１２３１８号 平成１３年
８月５日

�タック・エンタープラ
イズ 大角八重子 新居浜市萩生１６０２－１ 平成１８年

７月２８日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第２７号

平成１８年８月２１日
東温市見奈良字前田２７５番１

松山市安城寺町１７４番地１

ユートピアハイツ安城寺３０５号

池 川 慎 也

１８四土（開）第７号

平成１８年８月２１日

四国中央市三島金子二丁目字鐘鋳２１７４番１、２１７４番２、２１７４番３、２１７４番８、
２１７４番１０、２１７４番１１、２１７４番１４、２１７４番１５、２１７４番１６、２１７４番１７、２１７４番
１８、２１７４番１９、２１７４番２０、２１７５番１、２１７５番２、２１７５番３、２１７５番４、２１
７５番５、２１７５番６、２１７５番７、２１７５番８、２１７５番９、２１７５番１０、２１７５番１１、
２１７８番２、２１７８番３、２１８０番１、２１８０番９及び２１８０番９地先農道

四国中央市川之江町２８９３番地１

富士住宅産業株式会社

代表取締役 白 石 一 忠

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号

７５２
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未満の端数があるときは、差の端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成１８年度及び平成１９年度の製造の請負等

に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、

次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されていること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

平成１８年９月２９日（金）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年９月２９日（金）午後２時

愛媛県庁舎 第二別館１階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の１００分の５

以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定

金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し

又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代え

ることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た物品を納入できることを証明する書類を、入札書の提出に

先立って提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は封印し、受領期限までに提出しなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：High

performance liquid chromatography／mass spectrometer，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２９ September２００６

� For further information，please contact： Supplies Procurement

Section，General Administration Division，General Affairs

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

�公 告

技能検定の実施について

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定に基づき、技能検定の実施について次のとおり公示する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 実施職種及び等級の区分

技能検定は、次の表の左欄に掲げる職種について、同表の右欄に掲げる等級に区分して実施する。

職 種 等 級

鋳造（特級に係るものに限る。）、金属熱処理（特級に係るものに限る。）、機械加工（特級に係るものに限る。）、放電加工
（特級に係るものに限る。）、金属プレス加工（特級に係るものに限る。）、工場板金（機械板金及び数値制御タレットパンチ
プレス板金に係るものに限る。）、仕上げ（特級に係るものに限る。）、機械検査、機械保全、電子機器組立て（特級に係るも
のに限る。）、電気機器組立て（シーケンス制御に係るものに限る。）、半導体製品製造、自動販売機調整、空気圧装置組立て、
油圧装置調整、建設機械整備（特級に係るものに限る。）、婦人子供服製造（婦人子供既製服パターンメーキング及び婦人子供
既製服縫製に係るものに限る。）、紳士服製造（特級に係るものに限る。）、プラスチック成形（特級に係るものに限る。）及
びパン製造

特級、１級及び２級

金属溶解（鋳鉄誘導炉溶解に係るものに限る。）、ロープ加工、縫製機械整備、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、和裁、
強化プラスチック成形（積層防食に係るものに限る。）、石材施工（石材加工及び石積みに係るものに限る。）、菓子製造、水

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号

７５３



教育委員会規則
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�公 告

屋外広告物条例の規定に基づく講習会の開催について

愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第３８条第１

項の規定に基づき、次のとおり同項に規定する講習会を開催する。

平成１８年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の期日

平成１８年１１月７日（火）

午前９時から午後５時まで

２ 講習会の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階会議室

３ 受講申込書の提出期限

平成１８年１０月２０日（金）。ただし、郵送による場合は、同日ま

での消印のあるものは、受け付ける。

４ 受講申込書の提出先

〒７９０―８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

�愛媛県教育委員会規則第１１号
愛媛県教育委員会規則で定める様式における敬称の見直しのため

産練り製品製造、酒造、建築大工、かわらぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工（アスファルト
防水工事、合成ゴム系シート防水工事、塩化ビニル系シート防水工事及び改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に係るも
のに限る。）カーテンウオール施工、ガラス施工、テクニカルイラストレーション（立体図作成に係るものに限る。）、機械・
プラント製図、電気製図、金属材料試験及び塗装（鋼橋塗装に係るものに限る。）

１級及び２級

樹脂接着剤注入施工及びバルコニー施工 等級を区分しない

機械検査、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て及びシーケンス制御に係るものに限る。）、冷凍空気調和機器施工、和裁、
建築大工、配管、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図（機械製図手書きに係るものに限る。）及び電気製図

３級

２ 試験の方法

実技試験及び学科試験

３ 実施期日及び実施場所

� 実施期日

ア 実技試験

平成１８年１１月２４日（金）から平成１９年２月１８日（日）までの間において、愛媛県職業能力開発協会が指定する日

イ 学科試験

実施職種ごとに、次の表のとおりとする。

金属溶解（鋳鉄誘導炉溶解に係るものに限る。）、機械検査、電気機器組立て（シーケンス制御に係る
ものに限る。）、婦人子供服製造（婦人子供既製服パターンメーキング及び婦人子供既製服縫製に係る
ものに限る。）、菓子製造、配管、型枠施工、鉄筋施工、ガラス施工及び金属材料試験

１級及び２級
平成１９年１月２８日�

機械検査、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て及びシーケンス制御に係るものに限る。）及び配管 ３級

鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金属プレス加工、工場板金、仕上げ、機械検査、機械保全、
電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、自動販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装置調
整、建設機械整備、婦人子供服製造、紳士服製造、プラスチック成形及びパン製造

特級

平成１９年２月４日�

工場板金（機械板金及び数値制御タレットパンチプレス板金に係るものに限る。）、ロープ加工、自動
販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装置調整、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、強化プラスチ
ック成形（積層防食に係るものに限る。）、石材施工（石材加工及び石積みに係るものに限る。）、パ
ン製造、水産練り製品製造、酒造、建築大工、かわらぶき、コンクリート圧送施工、防水施工（アスフ
ァルト防水工事、合成ゴム系シート防水工事、塩化ビニル系シート防水工事及び改質アスファルトシー
トトーチ工法防水工事に係るものに限る。）、カーテンウオール施工、機械・プラント製図及び塗装（鋼
橋塗装に係るものに限る。）

１級及び２級

樹脂接着剤注入施工及びバルコニー施工 等級を区分しない

冷凍空気調和機器施工、建築大工及び機械・プラント製図（機械製図手書きに係るものに限る。） ３級

機械保全、半導体製品製造、縫製機械整備、和裁、テクニカルイラストレーション（立体図作成に係る
ものに限る。）及び電気製図

１級及び２級
平成１９年２月１１日�

和裁、テクニカルイラストレーション及び電気製図 ３級

� 実施場所

愛媛県職業能力開発協会が指定する場所

４ 技能検定受検申請書の提出期間

平成１８年９月２５日（月）から１０月６日（金）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

５ 技能検定受検申請書の請求先及び提出先

松山市三番町四丁目１０番地１ 愛媛県三番町ビル内

愛媛県職業能力開発協会

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号
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教育委員会告示

教育委員会訓令

の関係教育委員会規則の整理に関する規則を次のように定める。

平成１８年９月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会規則で定める様式における敬称の見直しの

ための関係教育委員会規則の整理に関する規則

（博物館の登録に関する規則等の一部改正）

第１条 次に掲げる規則の規定中「愛媛県教育委員会殿」を「愛媛

県教育委員会様」に改める。

� 博物館の登録に関する規則（昭和２７年愛媛県教育委員会規則

第１１号）様式第１号、様式第３号及び様式第４号

� 県立学校における授業料等減免規則（昭和３０年愛媛県教育委

員会規則第４号）様式第１号

� 学校教育法施行細則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第２０号）

様式第１号から様式第３号まで及び様式第６号

� 愛媛県県立学校管理規則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第

２１号）様式第１号及び様式第２号

� 社会教育主事資格認定に関する規則（昭和３５年愛媛県教育委

員会規則第２号）様式第１号

� 愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛県教育委

員会規則第４号）様式第１号から様式第４号まで、様式第４号

の３、様式第５号、様式第７号、様式第８号、様式第１３号、様

式第１５号、様式第１６号の２及び様式第１７号

� 技能教育施設の指定の申請手続等に関する規則（平成３年愛

媛県教育委員会規則第３号）様式第１号から様式第４号まで

（愛媛県文化財保護条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県文化財保護条例施行規則（昭和３２年愛媛県教育委員

会規則第５号）の一部を次のように改正する。

様式第２号から様式第８号までの規定中「愛媛県教育委員会殿」

を「愛媛県教育委員会様」に改める。

様式第９号中「殿」を「様」に改める。

様式第１０号及び様式第１１号中「愛媛県教育委員会殿」を「愛媛

県教育委員会様」に改める。

（愛媛県県立学校学則の一部改正）

第３条 愛媛県県立学校学則（昭和３３年愛媛県教育委員会規則第６

号）の一部を次のように改正する。

様式第２号中「学校長殿」を「学校長様」に改める。

（愛媛県立青年の家管理規則の一部改正）

第４条 愛媛県立青年の家管理規則（昭和３５年愛媛県教育委員会規

則第７号）の一部を次のように改正する。

別記様式中「青年の家所長殿」を「青年の家所長様」に改める。

（愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部改正）

第５条 愛媛県奨学資金貸与条例施行規則（昭和３７年愛媛県教育委

員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。

第１号様式中「殿」を「様」に改める。

第２号様式から第６号様式までの規定中「愛媛県教育委員会殿」

を「愛媛県教育委員会様」に改める。

第７号様式中「殿」を「様」に改める。

第９号様式から第１１号様式までの規定中「愛媛県教育委員会殿」

を「愛媛県教育委員会様」に改める。

（愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条

例施行規則の一部改正）

第６条 愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸

与条例施行規則（昭和５０年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部

を次のように改正する。

様式第１号から様式第５号までの規定中「愛媛県教育委員会殿」

を「愛媛県教育委員会様」に改める。

様式第６号中「愛媛県知事殿」を「愛媛県知事様」に改める。

様式第８号及び様式第９号中「愛媛県教育委員会殿」を「愛媛

県教育委員会様」に改める。

（愛媛県生涯学習センター管理規則等の一部改正）

第７条 次に掲げる規則の規定中「殿」を「様」に改める。

� 愛媛県生涯学習センター管理規則（平成３年愛媛県教育委員

会規則第６号）様式第１号から様式第１４号まで

� 愛媛県教育委員会聴聞規則（平成６年愛媛県教育委員会規則

第７号）様式第１号から様式第６号まで

� 埋蔵文化財の取扱いに関する規則（平成１２年愛媛県教育委員

会規則第５号）様式第１号から様式第３号まで

� 愛媛県総合科学博物館管理規則（平成１２年愛媛県教育委員会

規則第１１号）様式第１号から様式第１５号まで

� 愛媛県歴史文化博物館管理規則（平成１２年愛媛県教育委員会

規則第１３号）様式第１号から様式第１５号まで

� 愛媛県美術館管理規則（平成１２年愛媛県教育委員会規則第１５

号）様式第１号から様式第１３号まで

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定に

より提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規

則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

３ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規

定による書類の用紙は、平成１８年度に限り使用することができる。

�愛媛県教育委員会告示第６号
愛媛県教職員報賞規程（昭和３４年２月愛媛県教育委員会告示第２

号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。ただし、

この告示の施行の際現に改正前の愛媛県教職員報賞規程様式の規定

により提出されている書類は、改正後の愛媛県教職員報賞規程様式

の規定により提出されている書類とみなす。

平成１８年９月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

様式中「愛媛県教育委員会教育長殿」を「愛媛県教育委員会教育

長様」に改める。

�愛媛県教育委員会訓令第３号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教育委員会公印規程及び愛媛県県立学校修学旅行実施要領

の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１８年９月１日

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号
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人事委員会規則

人事委員会告示

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会公印規程及び愛媛県県立学校修学旅行実施

要領の一部を改正する訓令

（愛媛県教育委員会公印規程の一部改正）

第１条 愛媛県教育委員会公印規程（昭和３６年７月愛媛県教育委員

会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

様式第１号、様式第２号及び様式第４号中「教育総務課長殿」

を「教育総務課長様」に改める。

様式第６号中「公印管守者殿」を「公印管守者様」に改める。

様式第７号及び様式第９号中「教育総務課長殿」を「教育総務

課長様」に改める。

（愛媛県県立学校修学旅行実施要領の一部改正）

第２条 愛媛県県立学校修学旅行実施要領（昭和３９年３月愛媛県教

育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

様式第１号から様式第４号までの規定中「愛媛県教育委員会教

育長殿」を「愛媛県教育委員会教育長様」に改める。

附 則

１ この訓令は、公布の日から施行する。

２ この訓令施行の際現に改正前のそれぞれの訓令の様式の規定に

より提出されている書類は、改正後のそれぞれの訓令の様式の規

定により提出された書類とみなす。

�愛媛県人事委員会規則１－７
愛媛県人事委員会規則で定める様式における敬称の見直しのため

の関係人事委員会規則の整理に関する規則を次のように定める。

平成１８年９月１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県人事委員会規則で定める様式における敬称の見直しの

ための関係人事委員会規則の整理に関する規則

次に掲げる規則の規定中「殿」を「様」に改める。

� 職員の臨時的任用に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１）

別表第１及び別表第２

� 職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－

５）別表第９及び別表第１０

� 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７）

様式第１号

� 職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則

７－６５）別記様式

� 住居手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４５９）別記

様式

� 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員

会規則７－４７９）様式第１号、様式第２号、様式第８号、様式第

１０号、様式第１１号、様式第１３号、様式第１５号、様式第１５号の３か

ら様式第２０号の２まで及び様式第２０号の４から様式第２１号まで

� 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

る規則（愛媛県人事委員会規則７－７１４）別記様式

� 単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－７６３）

別記様式

	 職員の定年等に関する規則（愛媛県人事委員会規則９－１）様

式第１号から様式第４号まで


 職員の育児休業等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－３３）

様式第１号から様式第４号まで

� 職員の修学部分休業に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－

５０）様式第１号及び様式第２号

� 職員の高齢者部分休業に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２

－５１）様式第１号から様式第３号まで

 職員団体の登録に関する規則（愛媛県人事委員会規則１３－１８）

様式第１号及び様式第４号から様式第６号まで

� 職員団体の登録の効力停止及び取消し並びに職員団体等の規約

の認証の取消しに係る聴聞に関する規則（愛媛県人事委員会規則

１３－１１５）様式第１号から様式第７号まで

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定に

より提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規

則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

３ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規

定による書類の用紙は、平成１８年度に限り使用することができる。

�愛媛県人事委員会告示第３号
不利益処分についての不服申立てに関する手続細則（昭和３２年５

月愛媛県人事委員会告示第６２号）の一部を次のように改正し、告示

の日から施行する。

この告示の施行の際現に改正前の不利益処分についての不服申立

てに関する手続細則様式第４号、様式第６号から様式第９号まで、

様式第１１号及び様式第１３号の規定により提出されている書類は、そ

れぞれ改正後の不利益処分についての不服申立てに関する手続細則

様式第４号、様式第６号から様式第９号まで、様式第１１号及び様式

第１３号の規定により提出された書類とみなす。

平成１８年９月１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

様式第１号中「殿」を「様」に改める。

「
収 入

印 紙
様式第２号中 を削る。

」

様式第３号から様式第９号まで及び様式第１１号から様式第１３号ま

での規定中「殿」を「様」に改める。

�������
�愛媛県人事委員会告示第４号
勤務条件に関する措置の要求に関する手続細則（昭和３３年３月愛

媛県人事委員会告示第６８号）の一部を次のように改正し、告示の日

から施行する。

この告示の施行の際現に改正前の勤務条件に関する措置の要求に

関する手続細則様式第１号の規定により提出されている書類は、改

正後の勤務条件に関する措置の要求に関する手続細則様式第１号の

規定により提出された書類とみなす。

平成１８年９月１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

様式第１号から様式第３号までの規定中「殿」を「様」に改める。

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号
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公安委員会訓令

「
収 入

印 紙
様式第４号中 を削る。

」

様式第５号から様式第７号までの規定中「殿」を「様」に改める。

�愛媛県公安委員会訓令第６号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１８年９月１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

銃砲刀剣類

所持等取締

法

１～５０ 省略

５１ 第２１条の３第１項第４号の規定による準空気

銃製造等に係る届出の受理

５２ 第２２条の２（第２２条の３第２項において準用

する場合を含む。）の規定による模造けん銃製

造等に係る届出の受理

５３ 第２６条第１項の規定による地域及び期間の設

定並びに行為の禁止又は制限

５４ 第２６条第２項の規定による銃砲又は刀剣類の

提出命令及び仮領置

５５ 第２６条第５項の規定による仮領置した銃砲又

は刀剣類の返還

５６ 第２７条第１項の規定による銃砲又は刀剣類の

提出命令

５７ 第２７条の２第１項の規定による指定射撃場、

教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は

猟銃等保管業者の業務に対する報告要求

５８ 第２７条の２第２項の規定による指定射撃場、

教習射撃場若しくは練習射撃場又は猟銃等保管

業者が委託を受けて猟銃等を保管する保管場所

に対する立入検査の実施

銃砲刀剣類

所持等取締

法

１～５０ 省略

５１ 第２２条の２（第２２条の３第２項において準用

する場合を含む。）の規定による模造けん銃製

造等に係る届出の受理

５２ 第２６条第１項の規定による地域及び期間の設

定並びに行為の禁止又は制限

５３ 第２６条第２項の規定による銃砲又は刀剣類の

提出命令及び仮領置

５４ 第２６条第５項の規定による仮領置した銃砲又

は刀剣類の返還

５５ 第２７条第１項の規定による銃砲又は刀剣類の

提出命令

５６ 第２７条の２第１項の規定による指定射撃場、

教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は

猟銃等保管業者の業務に対する報告要求

５７ 第２７条の２第２項の規定による指定射撃場、

教習射撃場若しくは練習射撃場又は猟銃等保管

業者が委託を受けて猟銃等を保管する保管場所

に対する立入検査の実施

省略 省略

銃砲刀剣類

所持等取締

法施行規則

１～１７ 省略

１８ 第１６条の４第２項の規定による準空気銃製造

等届出書の記載事項変更届の受理

１９ 第１６条の４第３項の規定による届出書の交付

２０ 第１６条の４第４項の規定による事業廃止届の

受理

２１ 第１７条の２第３項（第１７条の３第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による模造け

ん銃製造等届出書の記載事項変更届の受理

２２ 第１７条の２第４項（第１７条の３第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による届出書

銃砲刀剣類

所持等取締

法施行規則

１～１７ 省略

１８ 第１７条の２第３項（第１７条の３第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による模造け

ん銃製造等届出書の記載事項変更届の受理

１９ 第１７条の２第４項（第１７条の３第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による届出書

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号
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正 誤

�正 誤

平成１８年８月１１日付け第１７８５号愛媛県告示第１１９８号（漁業免許の

内容等の公示）中

の交付

２３ 第１７条の２第５項（第１７条の３第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による事業廃

止届の受理

２４ 第２８条の規定による台帳への登載及び整理

の交付

２０ 第１７条の２第５項（第１７条の３第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による事業廃

止届の受理

２１ 第２８条の規定による台帳への登載及び整理

省略 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

ページ 箇 所 誤 正

７０２
左列表中「漁
業種類」の下
から１行目

「 〃 」 「第２種共同漁業」

平成１８年９月１日 発行

愛 媛 県 報平成１８年９月１日 第１７９１号
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